
 

 

本ガイドラインの位置づけ 

   町田市景観計画に基づく町田市屋外広告物ガイドラインは、町田市景観計

画・第５章「景観法に基づくその他の方針等」に記載されている「共通事項」

「屋外広告物に関する方針」などに基づき策定するものである。（下図①） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観法

町田市景観条例

町田市景観みちしるべ
景観づくりガイドライン

町田市景観計画

町田市景観色彩
ガイドライン

町田市公共事業
景観形成指針

町田市景観計画に基づく
町田市屋外広告物

ガイドライン

整合

（仮称）
町田市屋外広告物

ガイドライン

（仮称）
町田市屋外広告物条例

屋外広告物法

東京都屋外広告物条例

現在までの取組

将来の取組

※②町田市屋外広告物ガイドラインの中には 

①町田市景観計画に基づく町田市屋外広告

物ガイドラインが含まれる。 

① 

② 
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資料２ 



 

 

屋外広告物に関する背景及び現状 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【背景及び現状】

・町田市景観計画において、屋外広告物に関する方針（p16４～）
が記載されている。

・町田市景観計画において、２０３０年度までに屋外広告物ガイド
ラインの策定が位置づけられている。（ｐ１８１）

【背景及び現状】

・屋外広告物の規制は、その目的を良好な景観の形成、風致
の維持、公衆に対する危害の防止に限定しており、その
ための手段として、表示の場所・方法や、物件の位置、維
持に対して規制を加えている。
そのため、屋外広告物の表示する内容にまで立ち入って規
制をすることはできない。

1949年
（S.24）

2004年
（H.16）

2009年
（H.21）

2012年
（H.24）

2010年
（H.22）

2013年
（H.24）

2003年
（H.15）

屋外広告物法施行

屋外広告物法改正・施行景観法 施行

町田市景観条例 施行

町田市景観づくりガイドライン 策定

景観法に基づくもの 屋外広告物法に基づくもの

町田市景観計画 策定

東京都屋外広告物条例 施行

町田市景観色彩ガイドライン 策定

東京都屋外広告物条例 改正・施行

町田市公共事業

景観形成指針 策定

美しい国づくり政策大綱 公表

（中略）

（中略）

整合

・都道府県が主体
・当初は①美観風致の維持、
②公衆に対する危害の防止
を目的としていた。

・美しい国づくり政策大綱・景観法の施行に合
わせ、屋外広告物法の目的に「良好な景観
の形成」が追加され、景観面にも配慮した改
正となった。

・町田市景観計画では、屋外広告物の規
制と建築物等についての景観誘導を一体
的に行っていくとしている。

・都道府県は、条例で定めるところにより、広告物に関す
る基準の制定などをすることができる。(第3～5条)
・景観計画に広告物の制限に関する事項が定められた場
合、屋外広告物条例は景観計画に即して定めるものと
する。(第6条)

・地方公共団体が主体
・景観計画においては、屋外広告物の制限に関する事項を
定めるものとする。(第8条第2項)

・次世代に向け美しい景観を作り上げる
ことについて述べた政策大綱

・美しい国づくり政策大綱・景観法の施行に合
わせ、屋外広告物法の目的に「良好な景観
の形成」が追加され、景観面にも配慮した改
正となった。

景観法に基づくもの 屋外広告物法に基づくもの
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デザイン・表現内容など、景観面でのより具体的な誘導ができない。 

都条例ではカバーし切れない範囲を、景観計画に基づく本ガイドラインで示し、良好な景観誘導を図る。 


